
テクスタ宮城マッチングイベント企画運営業務 

 企画提案募集要領 

 

１ 委託業務名 

テクスタ宮城マッチングイベント企画運営業務 

 

２ 目的 

本業務は、地域経済の成長を力強くけん引する新たな企業価値の創造に向けて、スタートアップ、

テクスタ宮城構成員、地域の企業等の連携によるオープンイノベーション促進に資するため、これら

のステークホルダーを対象に、相互に連携パートナーを模索するピッチイベントを開催するもの。 

 

３ 契約期間 

契約締結の日から令和６年３月２９日まで 

 

４ 業務の内容等 

テクスタ宮城マッチングイベント企画運営業務仕様書（案）のとおり。 

 

５ 事業費（委託上限額） 

3,300,000円（消費税及び地方消費税含む） 

 

６ 応募資格 

（１）本業務に応募することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

イ 本業務を適正かつ円滑に履行するに足る能力を有する者であること。 

ロ 宮城県に活動拠点（本社または営業所）を有していること。 

ハ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）

の規定に該当する者でないこと。 

ニ この業務の募集開始時から企画提案提出までの間に宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加

資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。 

ホ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定する措置要件

に該当する者でないこと。 

（２）上記（１）を満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による参加も可能とするが、

その場合は全事業者が上記（１）を満たさなければならない。また、県は代表者とのみ委託契約を

行うため、その他の参加者については、代表者との委託契約（宮城県との関係においては再委託に

該当）により業務を行うこと。その場合においては、本業務全体の進行管理及び取りまとめ等は代

表者の責任において行うものとする。 

 

７ スケジュール（予定を含む） 

令和５年１０月１３日（金） 企画提案募集開始 

令和５年１０月２３日（月） 本業務に関する質問受付期限 



令和５年１０月２５日（水） 本業務に関する質問への回答期限  

令和５年１１月 ２日（木） 企画提案参加申込及び企画提案書提出期限 

令和５年１１月 ７日（火）（予定） 審査会（企画提案書の選考・対面でのプレゼンテーション） 

令和５年１１月中旬（予定） 企画提案書審査結果の通知 

 

８ 企画提案書の提出 

（１）提出書類 

イ 企画提案提出書（別紙様式１） 

ロ 企画提案書（任意様式。Ａ４版ヨコ片面印刷。目次と表紙を除き２０ページ以内） 

※ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。 

（２）企画提案書の構成 

イ 本業務実施に係るコンセプト 

※イベント全体のコンセプト及び設定理由 等を記載すること。 

ロ イベントの実施内容 

※全体スケジュール、イベントタイトル、イベントのテーマ設定（案）、登壇者（案）、登壇者選

定理由及びピッチ内容（案）、申込・受付方法、PR資料、アンケート概要 等を記載すること。 

ハ 業務スケジュール 

ニ 本業務の実施体制（責任者、担当者、業務分担、従事人数、連絡体制 等） 

ホ 過去の類似実績内容 

へ 概算見積書 

・本業務の実施に要する経費を全て計上し、その内訳（項目、数量、単価、金額、税等）を明ら

かにした概算見積書（様式任意）を作成すること。 

・本業務に係る費用の総額は、５に定める委託料の上限額を超えないこと。 

ト 会社概要 

（３）提出期限 

令和５年１１月２日（木）午後５時まで（必着） 

（４）提出方法 

郵送または持参 

（５）提出先及び提出部数 

提出先：１７の「応募・問い合わせ窓口」 

提出部数：７部（１部正本、６部副本） 

 

９ 質疑と回答 

（１）受付期限 

令和５年１０月２３日（月）まで（午後５時必着） 

（２）提出方法 

別紙様式２により、１７の「応募・問い合わせ窓口」に電子メールで提出すること。電話や口頭、

受付期間以外の質問は一切受け付けない。  

（３）回答方法 



質問に対する回答は、令和５年１０月２５日（水）までに宮城県経済商工観光部新産業振興課の

ホームページに掲載する。ただし、質問又は回答の内容が質問者の具体的な提案事項に密接に関わ

るものについては、質問者に対してのみ回答する。 

 

１０ 提出された資料の取扱等 

（１）本業務への応募に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

（２）提出する企画提案書は、１者につき１点とする。 

（３）提出された企画提案書は、返却しない。 

（４）企画提案書は、採点及び審査以外には無断で使用しない。 

（５）企画提案書に虚偽の記載をした場合は、選考の結果、業務委託候補者と選定された場合であ

っても無効とする。 

 

１１ 業務委託候補者の選定 

（１）業務委託候補者の選定方法 

県が設置する選定委員会において、６に掲げた応募資格及び別紙審査項目に基づき、プレゼンテ

ーション及び提出書類により審査し、総得点が満点の６割以上かつ総得点の高い企画提案機関か

ら順に、５で示した事業規模の範囲内で業務委託候補者として選定する。 

また、応募者が１者のみであった場合は、選定委員の評価点の平均が満点の６割以上となった場

合に、業務委託候補者として決定する。 

なお、応募多数の場合は、書面審査を行った上で、プレゼンテーション審査対象事業者を決定す

る。 

（２）プレゼンテーション審査 

イ 実施日時 令和５年１１月７日（火）を予定。詳細は対象者に別途通知する。  

ロ 実施場所 宮城県庁内を予定。詳細は対象者に別途通知する。 

ハ 実施方法 

・プレゼンテーションへの出席者は１者につき３名以内とする。 

・１者当たりの持ち時間は２５分以内（説明１５分以内、質疑応答１０分以内）とし、県から指

示した時間から順次、個別に行うものとする。 

・ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこと。 

・ プレゼンテーションの会場には県でプロジェクタを用意するので、パソコンを持参して説明す

ることも可とする。 

（３）選定結果の通知 

審査結果は、応募者全員に対して、審査終了後に書面により個別に通知する。 

 

１２ 委託契約 

選考委員会において決定した業務委託候補者を優先候補者とし、別途、県が作成する業務委託仕

様書に基づき、業務委託候補者から見積書を徴収し、予算額の範囲内において契約を締結する。業

務委託候補者が委託契約を辞退した場合等にあっては、企画提案の審査の評価が上位の者から順に

契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した業務委託候補者を受注者とする。 



 なお、委託金の支払い方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。 

 

１３ 業務成果の取扱い 

（１）受注者は、本業務による成果品の著作権を全て発注者に譲渡し、発注者が、本業務の成果品を

自ら使用するために必要な範囲において随時利用できるものとする。また、関係機関への提供

など、二次的な利用も可能なように対応すること。 

（２）受注者は、発注者の事前の承認がない限り、成果品に係る著作者人格権を行使しないものと

する。 

 

１４ 機密の保持 

受注者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又

は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失及び毀損の

防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様と

する。 

 

１５ 個人情報の保護 

受注者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は、別紙「個人情報取扱特記事項」

を遵守しなければならない。 

 

１６ その他必要な事項 

本業務の実施に関して、業務委託候補者の企画提案の内容をそのまま実施することを約束する

ものではなく、県と業務委託候補者との協議の上決定する。また、契約締結後にあっても、県の

指示により内容変更を求めることがあるため、その場合は、柔軟かつ迅速に対応すること。 

 

１７ 応募・問合せ窓口 

宮城県経済商工観光部新産業振興課 スタートアップ支援班 

住 所：〒980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８－１（県庁１４階北側） 

電 話：０２２－２１１－２７７９ 

メール：shinsansu@pref.miyagi.lg.jp 

 

  



別紙 

審査項目 

 

１ 本業務のコンセプト及び選定理由（配点１０点） 

本業務の趣旨を理解し、委託業務の目的を達成できるような内容となっているか。 

 

２ イベントの実施内容及び独自性ポイント（配点６０点） 

 （１）企画提案内容はあらかじめ指定した内容が含まれているか。 

（２）テーマ設定、登壇者選定、選定理由及び講演内容等は参加者の興味関心が高く、集客等が見込

めるものか。 

（３）会場選定及びスケジュール等は参加しやすい内容となっているか。 

（４）独自性のある工夫が凝らされているか。 

（５）企画提案内容は参加者に対し地域におけるオープンイノベーションの機運醸成を十分図ること

ができる内容となっているか。 

 

３ 実施体制（配点１０点） 

実施体制が整っており、企画提案内容が円滑に実施可能となっているか。 

 

４ 過去の類似実績内容（配点１０点） 

過去の類似業務は実績が高いと認められるか。 

 

５ 当事業に係る経費（配点１０点） 

  経費見積額は、積算根拠が妥当であり、業務内容と整合が取れており妥当か。 

 

 

 


